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原道広 生涯学習課長 

佐々木智恵 文化財保護課長 

塩原利春 スポーツ推進課長 
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次  第 

令和４年第１回本庄市教育委員会定例会 議事日程 

             令和４年１月２０日（木） 

                  午後２時３０分開議 委員室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

（１）本庄市学校給食申込手続等に関する規則の一部を改正する規則 

（議案第１号） 

（２） 本庄市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する

規則（議案第２号） 

（３）本庄市立小・中学校の区域外就学に関する規則の一部を改正する

規則（議案第３号） 

（４）本庄市入学準備金・育英資金貸付条例施行規則の一部を改正する



 

規則（議案第４号） 

（５）本庄市就学援助規則の一部を改正する規則（議案第５号） 

（６）本庄市公民館設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則（議案第６号） 

（７） 本庄市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則 

（議案第７号） 

（８）本庄早稲田の杜ミュージアムの設置及び管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則（議案第８号） 

（９）本庄市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

（議案第９号） 

（１０）本庄市教育委員会後援取扱要綱の一部を改正する告示 

（議案第１０号） 

（１１）本庄市教育支援センター「ふれあい教室」設置要綱の一部を改正 

する告示（議案第１１号） 

（１２）本庄市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の一部を改正する

告示（議案第１２号） 

（１３）令和４年度学校給食運営計画（議案第１３号） 

（１４）入学準備金の貸付けについて（議案第１４号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 

配付資料 

・「令和４年第１回本庄市教育委員会定例会議案」 

・「令和４年第１回本庄市教育委員会定例会議案関係資料」 

・「新旧対照表」 

・「別紙 令和４年度学校給食運営計画（案）」 

・「参考 令和４年度学校給食運営計画（本庄上里学校給食組合）」 

・「別紙 入学準備金の貸付けについて」 

・「教育長の報告 行動記録」 

・「別紙 令和４年第１回教育委員会定例会 学校教育課資料」 

・「生涯学習課 事業報告」 

・「スポーツ推進課 第６２回市民元旦マラソン開催結果報告書」 

主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  



教 育 長 ただいまから、令和４年第１回本庄市教育委員会定例会を開会いたしま

す。 

本日は、今井委員より欠席届が提出されておりますので、ご了承願います。 

それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等は、ござ

いませんでしたので、承認されております。 

教 育 長 続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。 

本日は、岡崎委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案１４件でございま

す。 

議案第１４号については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１４条第７項ただし書の規定により非公開としたいと思います。 

これに、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１４号の審議については、非公開といたし

ます。 

なお、審議につきましては、議事の進行上、議事日程６の「その他」が終

了した後に、非公開会議として、審議を進めたいと思います。 

議案第１号から第１２号については、主に行政手続きにおける押印見直し

に伴う関連議案のため、一括して事務局からの説明を求めます。 

笠原教育総

務課長 

議案第１号から議案第１２号までの１２議案につきましては、規則、規程、

要綱の一部改正であり、改正の趣旨、内容はほぼ同じでございますので、教

育総務課から各議案の共通する部分の説明をさせていただき、その後、文言

整理など押印見直し以外の箇所について所管課の課長からご説明いたしま

す。 

はじめに各議案の共通部分でございますが、各議案の提案理由のとおり、

行政手続きにおける押印の見直しに伴い、各様式中の押印欄を削除するなど

所要の改正をしたいので、各議案を提出するものでございます。 

行政手続きにおける押印の見直しにつきましては、デジタル化に向けた制

度の見直しの一環として、行政サービスを効率的・効果的に提供し、市民の

利便性向上や負担軽減を目的に見直しするものでございます。 

国からも各地方自治体において押印見直しに積極的に取り組むよう通知

されており、見直しマニュアルが示されている状況でございます。 

本市におきましても国の通知を受け、全庁的に押印見直しに取り組んでお

り、教育委員会部局では、今回の定例会で関係する例規のご審議をお願いす



るものです。 

お手元の資料、新旧対照表をお願いします。 

２ページの議案第１号本庄市学校給食申込み手続き等に関する規則から

５６ページの議案第１２号本庄市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱ま

で、各々の様式について改正前の押印箇所を削り、改正後の様式とするもの

でございます。 

なお、図書館分につきましては、様式の新規追加があることから、議案書

１５ページから２０ページに掲載してございます。 

改正する様式についてですが、１２月２３日開催の定例会において、令和

４年１月１日に施行が必要なため先行して改正いたしました小・中学校職員

服務規程の休暇関係の３様式を含め、合計で５８様式の改正を行うものでご

ざいます。 

以上が、各議案の共通部分の説明でございます。 

次に、文言整理など押印見直し以外の部分について、所管課からご説明い

たします。 

初めに教育総務課ですが、議案第１号「本庄市学校給食申込み手続きに関

する規則の一部を改正する規則」でございます。 

議案書１ページ、議案関係資料１ページ、新旧対照表２ページをお願いい

たします。 

新旧対照表２ページの様式第１号についてですが、給食申込みにあたり、

長期欠席等による給食停止・再開の手続きについて明示し、明確化を図るも

のでございます。 

具体的には、改正後の様式の注意事項の一番下の中ポツとして、連続して

５日以上給食の提供が不要となる場合または停止後に再開する場合は、希望

する３日前までに「学校給食停止・再開届」を学校に提出する旨、追記する

ものでございます。 

教育総務課は以上でございます。 

岡芹学校教

育課長 

続いて学校教育課よりご説明いたします。 

学校教育課からも、「印」の部分の削除以外の点につきまして、ご説明させ

ていただきます。 

議案第９号「本庄市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則」に

ついてでございます。 

議案書１１ページ、議案関係資料は１０ページからをご覧ください。 

それでは、議案内容についてご説明いたします。 

本庄市立小・中学校職員服務規程の一部を次のように改正する。 

具体的には別紙「新旧対照表」をご覧ください。左側が改正前、右側が改

正後となっております。 

まず、１８ページをご覧ください。 



第７条１項及び３項に規定してございます下線部分につきまして押印に

関わる部分につきまして削除、また、出勤簿から勤務整理簿と名称の変更を

するものでございます。 

続きまして、ひらがな表記を漢字表記に変更したい部分についてご説明い

たします。 

まず、１９ページ様式第１号、第２号、次に２１ページの様式第５号、２２

ページ様式第７号、２９ページ様式第１１号でございます。 

続いて４１ページをご覧ください。 

様式２０号の３につきまして、押印に関係する左側の下線部分の部分を削

除する変更をするものでございます。 

続いて３３ページ様式第１５号につきまして、「本庄市」を追加し、「平成」

を削除、３５ページ様式第１６号におきまして「平成」の削除をお願いする

ものでございます。 

以上で、学校教育課からの説明を終わります。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

落合図書館

長 

 図書館からは、議案第１２号「本庄市立図書館雑誌スポンサー制度実施要

綱の一部を改正する告示について」ご説明いたします。 

議案書１４ページ、併せまして議案関係資料２４から２６ページ「本庄市

立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱」、新旧対照表５５～５６ページをお

開きください。 

はじめに、提案理由についてご説明いたします。 

本議案は、スポンサー制度の申込み等の手続の明確化及び行政手続の簡素

化における押印の見直しに伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出す

るものでございます。 

次に、議案内容についてご説明いたします。 

まず議案書１４ページになります。議案関係資料は２４ページ、そして新

旧対照表５５ページと５６ページをお願いいたします。 

本庄市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項第１号を次のように改める。 

第 1号表面原則として表紙の中央部分の雑誌タイトル等に支障のない位置

に７cm×１５㎝以内で図書館が作成する白地に黒のスポンサーの名称 

第５条第３号中「市税等」を「市税」に改める。 

第６条第１項第１号中「第４条第１項」を「第４条」に改める。 

第７条に次の１項を加える。 

第３項 同一の雑誌について、複数の申込みがあった場合は、申込順で決

定するものとする。ただし、郵送等により同着の場合は抽選による。 

第１１条を第１２条とする。 



第１０条の見出し中「取り消し」を「取消し等」に改め、同条第５号を次

のように改める。 

第５号前条の規定による中止の届出があったとき。 

第１０条に次の１項を加える。 

第２項 館長は、前項各号に掲げる理由により掲載の取消し又は中止をし

た場合は、雑誌スポンサー終了・中止決定通知書（様式第４号）によりスポ

ンサーに通知するものとする。 

第１０条を第１１条とし、第９条の次に次の１条を加える。 

スポンサー名等掲載の中止の届出 第１０条スポンサーは、スポンサー名

等の掲載を中止しようとするときは、２か月前までに雑誌スポンサー中止届

（様式第３号）により館長に届け出なければならない。 

様式第１号及び第２号を次のように改める。 

第 7条関係、様式第 1号雑誌スポンサー制度申込書の申込者の押印を削除

と合わせて、要綱に即した字句の修正を行いました。 

様式第２号は、同じく第７条関係の「可否決定通知書」は、配置館名の追

加と問い合わせ先の廃止。 

様式第２号の次に次の２様式を加える。 

様式第３号は、第１０条関係の｢中止届出書」、様式第４号は、第１１条関

係の雑誌スポンサー終了・中止決定通知書を新たに加えるものです。 

説明は以上でございます。 

ご審議をいただきますようお願いいたします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、一つ一つ確認して参ります。 

はじめに、議案第１号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１号「本庄市学校給食申込手続等に関する規

則の一部を改正する規則」については、承認することに決定しました。 

次に、議案第２号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第２号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第２号「本庄市立小・中学校の通学区域に

関する規則の一部を改正する規則」については、承認することに決定しま

した。 



次に、議案第３号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第３号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第３号「本庄市立小・中学校の区域外就学

に関する規則の一部を改正する規則」については、承認することに決定し

ました。 

次に、議案第４号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第４号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第４号「本庄市入学準備金・育英資金貸付

条例施行規則の一部を改正する規則」については、承認することに決定し

ました。 

次に、議案第５号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第５号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議がありませんので、議案第５号「本庄市就学援助規則の一部を改正

する規則」については、承認することに決定しました。 

次に、議案第６号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第６号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第６号「本庄市公民館設置及び管理に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則」については、承認することに決定

しました。 

次に、議案第７号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第７号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 



教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第７号「本庄市文化財保護条例施行規則の

一部を改正する規則」については、承認することに決定しました。 

次に、議案第８号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第８号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第８号「本庄早稲田の杜ミュージアムの設

置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則」については、承

認することに決定しました。 

次に、議案第９号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第９号については、原案のと

おり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第９号「本庄市立小・中学校職員服務規程

の一部を改正する訓令」については、承認することに決定しました。 

次に、議案第１０号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１０号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１０号「本庄市教育委員会後援取扱要綱

の一部を改正する告示」については、承認することに決定しました。 

次に、議案第１１号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１１号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１１号「本庄市教育支援センター「ふれ

あい教室」設置要綱の一部を改正する告示」については、承認することに

決定しました。 

次に、議案第１２号について、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１２号については、原案の



とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 委 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１２号「本庄市立図書館雑誌スポンサー制

度実施要綱の一部を改正する告示」については、承認することに決定しまし

た。 

次に、議案第１３号について、事務局から説明を求めます。 

笠原教育総

務課長 

議案第１３号令和４年度学校給食運営計画につきまして、ご説明申し上げ

ます。 

 お手元の議案書２１ページ、議案関係資料２７ページ、別紙の「令和４年

度学校給食運営計画（案）」をお願いします。 

はじめに提案理由ですが、児玉地域小中学校の学校給食における重点的な

取組み、年間給食日数、給食提供期間及び年額給食費等を定めるため、提出

するものでございます。 

 本日ご提案の運営計画につきましては、１月１１日開催の児玉地域学校給

食運営委員会において、各学校長、給食担当の栄養教諭や養護教諭、保護者

代表であります各学校のＰＴＡ会長の皆様によるご協議のうえ、ご承認いた

だいております。 

 それでは、別紙の「令和４年度学校給食運営計画（案）」をお願いします。 

学校給食運営計画は、「趣旨」「重点的な取り組み」「学校給食運営基準」「運

営計画の変更」の４つの大項目により、児玉地域の学校給食の運営について

定めるものでございます。 

令和３年度からの変更点を中心にご説明いたします。 

初めに１ページでございます。 

１．趣旨でございますが、この運営計画は、令和４年度児玉地域の小中学

校における学校給食の運営について定めるものでございます。 

２．令和４年度の重点的な取り組みでございますが、（１）から（７）の７

つの項目について定めております。 

 主なものをご説明いたします。 

 （１）ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の徹底ですが、安全安心

な学校給食の提供には、衛生管理の徹底が必須でございます。 

関係するマニュアルの順守や調理員の衛生意識の向上を図ります。 

（２）の給食食材の安全の確保と地産地消の推進ですが、令和２年度の県

調査では自校方式は約４０％であり、年々増加している状況です。 

本庄市は安全でおいしい農産物の産地でございますので、令和４年度もさ

らに地産地消を推進してまいります。 

 （６）給食費の未納防止ですが、令和２年度決算で児玉地域の自校給食は

未納がございませんでした。 

これも保護者の皆様のご理解、教職員のご尽力があってのことと考えてお



ります。令和４年度も未納が発生しないよう努めてまいります。 

 続いて２ページをお願いします。 

 ３．学校給食運営基準でございますが、（１）では年間の稼動可能日数及び

給食日数、（２）では学校給食費実費徴収金について定めております。 

 初めに（１）稼動可能日数ですが令和４年度は１９３日。昨年度は１９７

日でしたが、カレンダーの都合で、１９３日となっております。 

各学期、月別の稼働日数は記載のとおりです。 

また、年間給食日数ですが、学校行事等で給食を提供しない除外日を３日

間設定いたしまして、稼働日数１９３日から差し引き、年間給食日数の上限

は１９０日となります。この日数は、本庄上里学校給食センターと同じでご

ざいます。 

 次に（２）学校給食費実費徴収金、給食費でございますが、令和４年度は、

令和３年度と給食提供日数が同じであることから、据え置きとしておりま

す。 

金額は小学生が年額４７，１５０円小学校１学年は４６，４１５円、中学

生が５５，０７０円、中学校３学年は５２，７５０円です。 

 続いて３ページをお願いします。 

 ②牛乳のみ飲用する場合の給食費の特例でございますが、こちらは食物ア

レルギーや宗教上の理由により弁当を持参し、牛乳のみを飲用する場合の月

額給食費を定めております。金額は記載のとおりです。 

その下の表につきましては、給食の納入期限、期別の給食費を記載してお

ります。 

なお、牛乳の単価につきましては、毎年３月中旬頃に決定するため、現時

点では今年度の単価で作成しております。今後、単価が決まりましたら改め

てご報告いたします。 

 次に４ページをお願いします。 

③の日割計算ですが、日割計算・日額給食費などを規定しております。内

容・金額につきましては、令和３年度と同様でございます。 

転入転出や長期欠席、教育実習生等に対応する給食費で、小学校の日額

２４５円、中学校の日額２９０円でございます。  

 続いて、一番下の４．学校給食運営計画の変更についてですが、給食費、

給食日数等、この計画の根幹となる事項を変更する場合は、その都度教育委

員会で協議することを規定しております。 

 以上が運営計画でございますが、このところ、委員の皆様もご存じの通り

油や乳製品など主要な食材が値上がりしています。直近では令和２年度に給

食費改定を行いましたが、来年度は今年度同様今回の給食費の中でやりくり

を行えればと思っておりますが、近い将来改定も考慮していきたいと考えて

おります。 



 なお、参考資料として、本庄地域の小中学校１１校に給食を提供しており

ます、本庄上里学校給食組合の令和４年度学校給食運営計画を配布させてい

ただいております。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

教 育 長 ただいまの説明につきまして、ご質疑はございませんか。 

教 育 委 員 質疑なし 

教 育 長 それでは、特に質疑がありませんので、議案第１３号については、原案の

とおり承認することで、ご異議ございませんか。 

教 育 員 異議なし 

教 育 長 異議がありませんので、議案第１３号「令和４年度学校給食運営計画」に

ついては、承認することに決定しました。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。 

 「行動記録」をご覧ください。 

１２月２５日以降の行動記録について、別紙のとおり報告させていただき

ます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

１２月２８日は、仕事納めとなり午前中は教育委員会関係出先機関、午後

は本庁内の各課のあいさつ回りを市長、副市長とともに行いました。 

１月１日は元旦マラソンが２年ぶりに開催でき、多くの皆様にご参加いた

だきました。 

４日には、仕事始め式が行われ、市長から今年の言葉として「信」信じる

の「信」という言葉が紹介されました。 

６日は、市内校長会を開催し、新型コロナ対策を含め３学期、年度末の学

校経営等について指示しました。 

９日には、本庄市成人の祝いの会が市民文化会館で開催されました。 

コロナ禍の中でございますので昨年と同様午前午後の２部に分けて、来賓

等も最小限にしての開催となりました。 

新成人も緊張感を持って臨んでおり、私語等もなく落ち着いた成人式とな

り、予定通り３０分で終了となりました。 

１４日には、市内教頭会が開催されました。教頭会は学期に１回年間３回

開催しており今年度最後となります。 

１８日には、北部地区の教育長会議が予定されていたのですが中止となり

ました。 

行動記録については以上です。 

次に、議事日程６の「その他」へ移ります。 

事務局から何かありますか。 

笠原教育総

務課長 

教育総務課からは、３件、報告がございます。 

１件目ですが、今後のスケジュールについてでございます。 



過日、ご案内いたしました２月３日開催予定の中学生まちづくり議会、２

月９日開催予定の市ＰＴＡ連合会主催の教育懇談会についてですが、主催者

に確認したところ、本日現在、開催するか中止にするか決定しておりません。 

今後、情報が入り次第、委員の皆さまにご連絡させていだきます。 

２件目ですが、次回、第２回定例会・臨時会の日程でございます。 

２月の定例会の日程は、２月１４日（月）午後２時半から、場所は市役所

委員室で開催いたします。 

また、２月につきましては、教職員人事内申の関係で、臨時会を予定して

います。 

第１回臨時会を２月２４日（木）午後３時から、場所は市役所委員室で開

催いたします。よろしくお願いいたします。 

 最後３件目ですが、令和４年第３回定例会の日程でございます。 

３月の定例会の日程は、３月２５日（金）午後２時半から、場所は市役所

委員室で予定させていただきたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

教育総務課は以上でございます。 

岡芹学校教

育課長 

学校教育課からは、新型コロナウイルス感染症についての現状と取り組み

等についてご報告させていただきます。別紙資料をご覧ください。 

各学校に対して、１月１７日にオンラインで臨時校長会を開催し、資料に

基づきまして教育長より感染状況や具体的な感染対策について指示を行い

ました。 

次のページからは明日２１日からのまん延防止重点措置に対応するため

保護者に対して通知した資料でございます。 

内容につきましては、ご覧いただければと思いますが、学校では今後も感

染対策を徹底し、教育活動を継続してまいりますが、保護者に対しても感染

予防を依頼し、部活動や学校行事についてのお知らせが主な点となります。 

また、１月２０日（木）市立学校の関係者に、新型コロナウイルス感染

者が複数確認されました。 

国のガイドライン等に則り、感染拡大防止のため、市立学校２校の２学

級を１月２１日（金）から１月２５日（火）までの５日間を学級閉鎖とい

たします。 

 学校教育課からは以上でございます。 

原生涯学習

課長 

右上に「生涯学習課」とある、Ａ４の資料をご覧ください。 

１月９日（日）に行われた「令和３年度 本庄市成人の祝い」についてご

報告いたします。 

コロナ禍での成人の祝いの開催となることから、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、式典を、昨年度と同様に午前と午後の２部制といたしま

した。 



入場時の検温・手指消毒、マスク着用、来賓の方の縮小や新成人以外の入

場を制限するなど、コロナ対策を施し開催いたしました。 

第１部は、対象者を本庄西中学校区域と本庄南中学校区域の新成人とし、

２９５人の出席がありました。 

第２部は、本庄東中学校区域と児玉中学校区域の新成人とし、３００人の

新成人が出席しました。 

全体での出席は５９５人、出席率は７６．７７％となり、昨年度に比べ、

出席率は向上しています。 

生涯学習課からは以上です。 

塩原スポー

ツ推進課長 

第６２回市民元旦マラソン開催結果報告書をご覧ください。 

日時、場所につきましては、記載の通りでございます。 

参加人数でございますが、６８８名の参加でございました。 

当日は、穏やかな元日の朝を迎えることができまして、多くの方の参加を

いただいたところでございます。 

スポーツ推進課からは以上でございます。 

教 育 長 いままでの説明について、何か質問はございますか。 

なお、学校教育課長から報告のありました学級閉鎖については本庄市のホ

ームページに掲載をいたします。 

高 橋 委 員  今後の学級閉鎖の方針と言いますか、複数名の欠席者、２名以上の欠席者

が出たら閉鎖ということでしょうか。 

岡芹学校教

育課長 

国、県のガイドラインに示されているのですが、原則、２名以上同一クラス

に欠席者が出たら学級閉鎖を考えております。 

教 育 長 その２名の感染経路がまったく違うことが明らかな時などは、保健所と相

談をして行わない場合もあるかもしれませんが、基本的には複数出てきた場

合は行いたいと考えています。 

県立学校では、今日の新聞でもありましたが１名出たら学級閉鎖となって

います。 

当然、感染防止を一番に考えながら、家庭への負担ということも考えながら

進めてまいりたいと考えております。 

高 橋 委 員 教職員に対する第３回目のワクチン接種については、市としては何か動い

ているのでしょうか。 

教 育 長 そこまでは具体的な話はありません。 

高 橋 委 員 確か１月１４日あたりの厚生労働省の通知で６４歳以下も７ヶ月前倒しと

いうことになっているようです。 

２回目までは済んでいるのでしょうか。 

教 育 長 夏、お盆頃までに２回目までは済んでいます。 

高 橋 委 員  そうしますと３月で７ヶ月目となりますので、２月の下旬辺りから接種で

きるように担当部局と調整をお願いできればと思います。 




